様式第１号（第４条関係）
	精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者の最低賃金の減額の特例許可申請書

	事業の種類
	事業場の名称
	事業場の所在地

	洗濯業
	株式会社みらいケアランドリー 文京事業所
	東京都文京区本郷一丁目1234 （電話番号：03－3810－1234）

	減額の特例許可を受けようとする労働者
	氏名
	性別
	生年月日
	減額の特例許可を受けようとする最低賃金
	件　　名
	東京都最低賃金

	
	山田花子
	女
	平成19年4月12日生
	
	
	

	精神又は身体の障害の態様
	知的障害。複数の工程を連続して処理する作業及び作業切り替えに配慮があり、作業手順の理解及び維持に繰り返し指導を行う。
	
	最低賃金額
	1,226円

	従事させようとする業務の種類
	クリーニング済みタオル及び作業着の仕分け、数量確認、たたみ補助及び出荷前の整列業務
	支払おうとする賃金
	金　　　額
	981円以上

	
	
	
	減 額 率
	20.0％

	労働の態様
	作業内容は、回収済み洗濯物の種類別仕分け、仕上げ後タオルの枚数確認、たたみ機投入前の整列、完成品の棚入れ補助。 作業量は、同種業務に従事する一般労働者概ね80パーセント程度。 指示は作業カード及び口頭で都度行う。
	
	
	

	
	
	
	理　　　由
	同種業務に従事する一般労働者と比較した労働能力率及び作業遂行能力を勘案したため。

	減額の特例許可を必要とする理由等
	当該労働者は、上記業務に就労可能であるが、作業工程の理解及び維持に相当の支援を要して、同種業務に従事する他の労働者と比較して作業能力が低いため、最低賃金法第7条に基づく減額の特例を受けようとするもの。
	
	
	

	令和8年6月12日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　職 代表取締役 
使用者
氏名 杉村 和也
○○都道府県労働局長殿


注意										
１　「精神又は身体の障害の態様」欄には、精神又は身体の障害の程度を記入すること。								
２　「従事させようとする業務の種類」欄には、減額の特例許可があつた場合に、当該労働者に従事させようとする業務の種類を具体的に記入すること。	
３　「労働の態様」欄には、始業終業の時刻、作業の内容、作業量等を詳細に記入すること。						
４　「減額の特例許可を必要とする理由等」欄には、減額の特例許可を必要とする理由その他参考となる事項を記入すること。				
５　「減額の特例許可を受けようとする最低賃金」欄には、許可を受けようとする全ての最低賃金の件名及び金額を記入すること（地域別最低賃金及び特定最低賃金の双方であれば、それぞれの件名及び金額を連記すること）。										
６　「支払おうとする賃金」欄の「金額」欄には、法第４条第３項各号に規定する賃金を除外した最低賃金の対象となる賃金を記入すること。また、「理由」欄には、使用者において当該減額率を定めた理由の概要を記入すること。
